
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令和 2年分の年末調整では、所得税の改正等に伴う書類の追加や変更など、大きな変化に戸惑 

われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。対して令和 3年分では微小な変更のみとなってい 

ます。この変更点と令和 2年分から増えた申告書の作成に当たっての留意点を確認しましょう。 
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令和 3 年分の年末調整時に提出する 
書類の変更点と留意点を確認 

年末調整時に提出する申告書 

（1）年末調整とは 

 年末調整とは、原則、1 年間の給与支払に係る源

泉所得税を、その年の最後の給与支払時に精算する

手続をいいます。 

（2）年末調整の対象者 

 年末調整は、原則、給与の支払者に『給与所得者

の扶養控除等（異動）申告書』を提出している人す

べてに行いますが、提出をしていても対象とならな

い人もいます。対象となる人、対象とならない人の

区分は、下記のとおりです。対象とならない人は、

確定申告を通じて精算します。 

（3）年末調整時に提出する申告書 

 年末調整の対象者は、年末調整時に以下の申告書を

提出します。全員が必ず提出しなければならないのは

①で、それ以外は適用する人のみ提出を要します。 

＊10 月 8 日（金） 10 月誕生会 

10 月生まれの方を事務所全員で祝いました。 

所長よりプレゼントの贈呈がありました。 

 

 

 

 

 

 

       

 

      
  

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロ経営者通信 お問い合わせはこちらへ 
ご意見・ご要望等ございましたら、お手数おかけしますがお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。 

電話：097-529-5757 （総務通信担当者宛） メール：soumu@ideasoken.jp 

Blog と Facebook で事務所の様子や 

職員の日常を紹介しています！ 

どうぞご覧下さい。 

Ｂｌｏｇ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＨＰ 

セミナー情報 

経営計画書の作成で幹部社員の意識が向上！！ 
たった 5 年で売上が 7 倍<7 億円>に！ 
幹部と一緒に作る！！ 

  

 
経営計画を立てると会社が生まれ変わる！ 

◎専門家がマンツーマンで丁寧にお教えします！ 
◎何でも質問ＯＫです！ 

 
日 程  2021 年 11 月 10 日（水） 
時 間 10 時～17 時（受付 9 時 45 分～） 
会 場 参加ご希望の方へ改めてご案内いたします 
参加料 30,000 円 (税抜)【定員 5 社様】 

＊おひとり様追加毎に＋5,000 円(税抜)となります。

お問い合わせ TEL：097-529-5757  髙山 
申し込みフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/1XYv5
yxO5tG1SwwU0zibIyPjigL_Oe0V0yB
gFVwl9S7Q/edit

申告書に記載のある要件のうち、複数に該当する場合

は、いずれか 1つに✓をつけましょう。 

（2）給与所得者の基礎控除申告書 

 その年の合計所得金額が 2,500 万円以下の人が、基礎

控除を適用する際に提出します。 

 合計所得金額は、給与所得以外の所得も含めた合計額

です。ただし、源泉徴収だけで納税が完結するものや、

確定申告をしないことを選択した所得などは含めませ

ん。また給与所得の収入金額は、給与を 2 か所以上から

受けている場合には合計し、所得金額調整控除などの適

用がある場合は、求めた給与所得の金額からこれらを控

除した後の金額となります。これらの留意点は、他の申

告書の「合計所得金額」の計算時も同様です。 
 
 
 

＊ＭｙＫｏｍｏｎニュースレターより引用 

 

 令和 2 年分から提出が必要となった申告書を作成する

ときの留意点を確認します。 

年末調整の申告書類作成時の留意点 

（1）押印が不要に 

 これまで年末調整の申告書には押印欄が設けられてお

り、書面で提出する際は提出者の押印が必要でした。これ

が令和 3 年 4 月 1 日以後提出分から、押印は不要となりまし

た。 

 国税庁が提供する、令和 3 年分の各申告書においても、

押印欄は削除されています。 

（2）電子データ受領に関する申請が不要に 

 年末調整の電子化を行う場合、対象者から年末調整の

申告書を電子データで受領するには、これまで税務署の

事前承認が必要でした。 

これが、令和 3 年 4 月 1日以後に電子データで当該申告

書を受領する場合は、この事前承認が不要となりまし

た。ただし、別途必要な措置がありますのでご留意くだ

さい。 

年末調整の申告書等の変更点 （1）所得金額調整控除申告書 

 次のいずれかの要件に該当する給与年収 850 万円を超

える人が、所得金額調整控除を適用する際に提出します。 


